
訪問入浴サービス重要事項説明書 

＜令和６年１０月１日現在＞ 
 

１ 事業所が提供するサービスについての相談窓口 

 

電話  ０１９３－６４－５０５０（受付時間 午前8:30～午後5:00まで※休日を除く） 

担当：          です。 
* ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

 

２ 事業所の概要 

（1）事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事業所名 宮古市社会福祉協議会訪問入浴サービスセンター 

所在地 岩手県宮古市小山田二丁目９番２０号 

介護保険指定番号 指定訪問入浴介護事業（０３７０２０００８１） 

サービスを提供する地域* 
通常の事業の実施地域は宮古市内の区域とする（旧田老町、

旧新里村、旧川井村を除く） 

* 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（2）事業所の職員体制 

 資格 常勤 非常勤 計 業務内容 

管理者 介護福祉士 １名（  ） ０名（  ） １名（  ） 
事業所の従事者の管
理及び業務の管理を
一元的に行う 

看護師等 準看護師 １名（  ） ０名（  ） １名（  ） 
利用者の健康チェッ
クその他入浴に関す
ること。 

従事者 

介護福祉士 １名（１名） ０名（  ） １名（１名） 
従事者は、利用者への

介護、援助に従事する 介護職員初任者

研修課程修了者 
１名（０名） ０名（  ） １名（０名） 

その他 １名（  ） ０名（  ） １名（  ） 事務員（事務局職員） 

（  ）内は男性再掲 

 

（3）サービスの提供時間帯 

 

 

月～金 午前９時００分～午後５時００分 

土 日 ・ 

祝祭日 
定休日           ※１２月３１日から１月３日休業します。 

備考 訪問入浴車 １台（１台あたりの従事者等は３名） 



（4）事業所の指定内容等 

事業所の窓口 ・宮古市社会福祉協議会訪問入浴サービスセンター 

〒027-0038 宮古市小山田二丁目9-20（TEL0193-64-5050） 

特別地域加算 なし 

サービス提供地域 宮古市 ※市外の方のサービス利用については、ご相談ください。 

 

３ 提供するサービス内容 

① 利用者宅到着 入浴車で看護師、介護者の３名が訪問します。 

② 健康チェック 利用者のバイタルチェックと状態把握を行います。入浴出来るか

どうかの判断をいたします｡ 

③ 入浴準備   浴槽をお部屋に運び、セットし入浴車からお湯をおくります。 

④ 入浴実施   脱衣のあと、浴槽に移動し、身体に無理のない姿勢で洗髪から行

い、少しずつお湯に入れていき、全身を洗います。 

⑤ 健康チェック 入浴後の利用者のバイタルチェックを行います。  

 

４ 利用料金 

(1) 利用料 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金（料金表）の１割、2

割、3割が利用料（自己負担分）となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービ

ス利用は全額自己負担となります。 

【料金表－基本料金】 

入浴方法 職員配置 利用料金 自己負担分 (1割 ) 

通常入浴 
正規の職員配置による場合 １２，６６０円 １，２６６円 

介護職員３名による場合 
※医師の指示による場合 

１２，０３０円 １，２０３円 

清拭･部分浴 

正規の職員配置による場合 １１，３９０円 １，１３９円 

介護職員３名による場合 
※医師の指示による場合 

１０，８３０円 １，０８３円 

* 初回加算（新規利用者の居宅を訪問し、利用に関する調整を行った上で、初回の

訪問入浴を実施した日に（２００円）加算されます。 

* サービス提供体制強化加算Ⅰ（４４円／1回）が加算されます。 

* 介護職員処遇改善加算Ⅳ（1月あたり総単位数の6.3％）が加算されます。 

(2) 費用の負担 

入浴のために必要な電気の費用は、利用者のご負担になります。 

(3) 利用に際しての留意事項 

①サービスの利用．体調不良等による利用の取り消し．利用日の変更に関して 

◇ご利用を取り消される場合には、お早めにサービスセンターへご連絡をお願いい

たします。 

・できるだけ前日（ご利用が月曜日の場合には土曜日午後０時）までにご連絡く

ださい。 

・当日の連絡となる場合には、午前８時３０分までにお願いいたします。 



・利用日の変更を希望される場合には、サービス計画作成を依頼した居宅介護支

援事業所へ事前に申し入れることにより、同月内の他の日に変更することがで

きます。ただし、利用人数の制限等により、希望される日にご利用できない場

合はご容赦願います。 

◇当事業所で体調が不良と判断される場合は利用を見合わせることがあります。 

② 入浴１時間位前には食事を済ませるように、お願いします。満腹のままでの入

浴はできません。 

③ 室内温度は２０℃位に保つようお願いします。 

④ 入浴後は水分を補給するようお願いします。 

(4) 交通費 

前記２の(1)の地域にお住まいの方は、サービス提供場所までの交通費は無料です。 

それ以外の地域の方は、サービス従事者がおたずねするための交通費の実費が必要

です。 

(5) 利用料の支払方法 

① 毎月、１５日までに前月分の利用料を請求いたしますので、請求月の末日までに

お支払ください。 

② お支払方法は、現金、銀行振込、引落し（ゆうちょ銀行）の中からご契約の際に

お選びいただけます。 

③ 銀行振込の方は、請求書と一緒にお届けします振込用紙で、宮古信用金庫本・支

店から振り込みいただきますと振込手数料が無料となります。 

④ 口座引落しは、株式会社ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方がご利用になれます。

毎月２４日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引落しいたしますので、前日ま

でにお支払額を口座にご準備ください。 

(6)その他 

利用者の住まいで、サービスを提供するために必要な電気の費用は利用者のご負担

になります。 

 

５ サービスの利用方法 

(1) サービスの利用開始 

① 事業所と契約を結び、訪問入浴サービス計画を作成の上、サービス提供を開始いた

します。 

② 介護支援専門員に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合

は、事前に訪問入浴サービスセンター利用についてご相談ください。 

③ 契約後もサービス内容を変更できますので、お気軽に担当にご相談ください。 

(2) サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

なお、文書は事業所に用意してありますので、必要なときはお申し付けください。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

がございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。 



③ 自動終了 

以下の場合は双方の文書がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設等に入所してから６か月を経過した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（要支

援又は自立）と認定された場合 

・利用者がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合 

※確認のため電話等にてご連絡をお願いします。 

④ その他 

・事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者やその家族等に対して社会通念を逸脱する行為をとった場合、又は事業

所が倒産した場合、利用者は文書で解約を通知することによってすぐにサービ

スを終了することができます。 

・利用者が、利用料の支払を３か月以上遅延し、利用料を支払うよう催告したに

もかかわらず１４日以内にお支払がない場合、又は利用者やご家族などが事業

所や事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を

行った場合は、文書で通知することにより、すぐにサービスを終了させていた

だく場合がございます。 

 

６ 事業所の訪問入浴サービスセンターの特徴等 

(1) 運営の方針 

宮古市社会福祉協議会訪問入浴サービスセンターは、住み慣れた居宅で暮らし、地域

とのかかわりを持ちながら生活を続けたいと願う在宅で介護が必要な方々の自立の支

援と健康を保つための事業等を展開し、運営する他の在宅サービス事業等や保健・医

療・福祉等の地域ネットワークと連携を保ちながら、地域に密着した介護サービスの

充実と介護保険等に関する情報提供に努め、広く利用者のニーズに即したサービス提

供を行います。 

(2) サービス利用のために 

事 項 有無 備 考 

男性従事者の有無 有 １名 

従業員への研修の実施 有 毎月１回 所内研修を実施しています。 

時間外サービス提供の有無 有 事業所担当者にご相談ください。 

サービスマニュアルの作成 有 

・サービス提供マニュアル 

・感染症予防マニュアル 

・緊急時対応マニュアル 

・車輌運行時事故対応マニュアル 

個人情報の使用同意書 有 契約書による。(第12条第３項) 

 

７ 緊急時の対応 

サービスの提供中に利用者の容体に変化等があった場合には、事前のうちあわせによ

り、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業所等へ連絡をいたします。 



主 治 医 
主治医氏名  

連 絡 先  

ご 家 族 
氏 名  

連 絡 先  

８ 感染症について 

  当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催

し、その結果について、訪問入浴従事者に周知いたします。 

 

９ 非常災害対策について 

  当事業所は、サービス実施中に非常災害、その他緊急の事態が発生した場合、利用者

の避難や協力機関等との連携を密にし、適切な対応をいたします。 

 

10 虐待防止について 

  当事業所は、利用者等の人権擁護、虐待の防止等のために次の措置を講じています。 

   虐待防止に関する責任者  宮古市社会福祉協議会事務局長  有原 領一 

 

11 サービス内容に関する相談・苦情 

(1) 事業所利用者相談・苦情担当 

事業所の訪問入浴サービス等に関するご相談・苦情及び提供している各サービスに

ついてのご相談・苦情を承ります。                                    

①  宮古市社会福祉協議会苦情解決責任者 事務局長   有原 領一      

                   電話 ０１９３－６４－５０５０       

                 受付時間 月～金曜日 午前8：30～午後5：00まで 

②            苦情受付担当者 在宅福祉課長 伊藤 直子      

                   電話 ０１９３－６４－５０５０       

                 受付時間 月～金曜日 午前8：30～午後5：00まで 

(2) その他の相談・苦情受付窓口 

事業所以外に、次の窓口に相談・苦情を伝えることができます。 

① 宮古市社会福祉協議会「苦情解決」第三者委員 

委員氏名  髙 橋 智 （ 障 害 者 ）  連絡先 ０１９３－７２－３１８１ 

委員氏名  中 嶋 隆 子 （民生委員）  連絡先 ０１９３－８７－２６０８ 

委員氏名  袰 岩 昭 雄 （ 高 齢 者 ）  連絡先 ０１９３－７２－３１５７ 

委員氏名  赤 沼 洋 子 （ 女 性 ）  連絡先 ０１９３－８７－３０７２ 

委員氏名  眞舘 カツ子 （ そ の 他 ）  連絡先 ０１９３－７８－２６５６ 

② 市町村  ※宮古市介護保険課     連絡先 ０１９３－６２－２１１１ 

③ 岩手県国民健康保険団体連合会     連絡先 ０１９－６２３－４３２５ 

④ 岩手県福祉サービス運営適正化委員会  連絡先 ０１９－６３７－８８７１ 



12 法人の概要 

名称・法人の種別  宮古市社会福祉協議会（社会福祉法人） 

代表者役職・氏名  会長 伊藤健二 

法人所在地     岩手県宮古市小山田二丁目９番２０号 

電話番号      ０１９３－６４－５０５０ 

事業所数等     居宅介護支援事業所 ３か所 訪問介護事業所 ２か所 

          通所介護事業所 ３か所 訪問入浴介護事業所 １か所 

          短期入所生活介護事業所 １か所 

 

訪問入浴サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて

重要な事項を説明しました。 

 

令和  年  月  日 

 

【事業者】所在地  岩手県宮古市小山田二丁目９番２０号 

名称   宮古市社会福祉協議会 

会長  伊藤健二           □印  

 

【事業所】所在地  岩手県宮古市小山田二丁目９番２０号 

説明者  所属 宮古市社会福祉協議会訪問入浴サービスセンター 

氏名                 □印  

 

私は、契約書及び本書面により、事業所から訪問入浴サービスについての重要事項の

説明を受けました。 

【利用者】被保険者番号         

住所   

氏名                   □印  

（代理人）住所   

氏名                   □印  

（立会人）住所   

氏名                   □印  


